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フィルǿリングとブロッキング
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• 発信者側へのアプローȁ（削除要請、広告出稿抑止等）は本来的だが時間がかかる
• フィルǿリングとブロッキングは検知・遮断の点（及び回避可能性）は同じ
• フィルǿリングは端末で対応または同意ベース（ISPが提供する場合）で法的に問題

が少ないがサービス利用者に限られる
• ブロッキングは司法に命じられたISPの利用者全体に及ぶが公権力による強制

検

知

ISPISP
同意
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アクセス警告方式
（詳細は第5回・第6回宍戸提出資料）

約款による事前包括同意 ISP

×

あなたがアクセスしようとしているサイトは、著
作権を著しく侵害する海賊版サイトです。海賊版サ
イトからコンテンツをȀウンロードする行為は、違
法である可能性があります。
本当に、このサイトにアクセスしますか？

この警告について、くわしくはこちら

やめる アクセスする

警告：海賊版サイトです！

検

知

約款（事前包括同意）によりアクセスを検知、海賊版サイトへのアクセスに警告表示
→「真性の同意」を根拠に上記の限りで通信の秘密の知得・窃用を認めるもの
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（参考）

「あまりにも性急でず
さん」海賊版サイト緊
急対策の問題点（2018
年4月19日）
https://www.fnn.jp/p
osts/00298240HDK
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「真性の同意」成立の条件

約款による事前包括同意 ISP

×

あなたがアクセスしようとしているサイトは、
著作権を著しく侵害する海賊版サイトです。海賊
版サイトからコンテンツをȀウンロードする行為
は、違法である可能性があります。
本当に、このサイトにアクセスしますか？

この警告について、くわしくはこちら

やめる アクセスする

警告：海賊版サイトです！

検

知

②オプトアウト

？

①基準策定・適用等を
行う、権利者・ＩＳＰ
等が参画した団体

①一般的・類型的に見て通常の利用
者による許諾が想定できる？

※他のサービス提供の条件は同一

①海賊版に対する社会的意識、
前提となる環境整備（静止画

ＤＬ違法化等）に依存
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ブロッキング（司法型） アクセス警告方式

海賊版対策
としての実
効性 憲法上の要件（明確性等）

→目的にかなうよう厳格に遮
断サイトを限定する必要

オプトアウト・警告無視
→海賊版サイト・著作権に対する
社会的合意・環境整備に依存

法制化に関
する論点

・合憲性：具体的な比較衡量、
必要最小限度性、検閲禁止等

・法制面：請求権の根拠・要
件・手続等の整理

「真性の同意」
・一般的・類型的に見て通常の
利用者による許諾が想定できる
・オプトアウト

対象利用者
の範囲

訴訟の被告となるISPのみ
→「８割カバー」範囲拡大に
は別の訴訟法上の工夫が必要

ISPの自主的参加
→大手ISPとの協力体制が構築され
れば「８割カバー」は可能

実施までの
時間

・立法→施行準備

・司法手続（上訴等もある）
→遮断

・環境整備、約款変更
・民間団体で合意
→リスト配布して警告

実施のコス
ト

検知・遮断システム構築
訴訟費用

検知・警告システム構築
オプトアウト対応

回避手段の存在は共通

不当な監視・濫用のおそれと防止策（通信の秘密）の必要は共通

協
力
体
制
の
構
築
・
民
間
団
体
の
あ
り
方
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